
通所系サービスにおける事業所規模による区分の取り扱い 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12 年老企第 36 号）（抜粋） 
第３の７の（4） 

① 事業所規模による区分については、施設基準第 1 号イ(1)に基づき、前年度(毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日をもって終わる年度とする。以下この項において同じ。)の 1 月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所介護

費を区分しているところであるが、当該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所介護事業所に係る指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業所の指定を併せて受け一体的に事業を実施し

ている場合は、当該指定介護予防通所介護事業所における前年度の1月当たりの平均延利用人員数含むこととされているところである。したがって、仮に指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受けて

いる場合であっても、事業が一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通所介護事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。 

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、3 時間以上 4 時間未満の報酬を算定している利用者(2 時間以上 3 時間未満の報酬を算定している利用者を含む。)については、利用者数に２分の１を乗じて得た数とし、4 時間以上 6 時間未

満の報酬を算定している利用者については利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた介護予防通所介護事業所の利用者の計算については、単純に延人員を加えるのではなく、同時に

サービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていくこととする。 

③ 前年度の実績が6月に満たない事業者(新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含む。)又は前年度から定員を概ね２５％以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度に係る平均利用延人員数については、

便宜上、都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員の 90％に予定される 1 月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。 

④ 毎年度3 月31 日時点において、事業を実施している事業者であって 4 月以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の通所介護費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前年度において通所介護費を算定してい

る月(3 月を除く。)の 1 月当たりの平均利用延人員数とする。 

⑤ なお、注4 において定める平均利用延人員数の計算についても、上記①～④と同様の取扱いとする。→波線部分は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の別表6 の注4 

平成18年４月改定関係Ｑ&A（VOL．１）通所介護・通所リハビリテーション：定員関係・規模別報酬関係（抜粋） 

Ｑ39：通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞれの定員を

定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と予防が適時振り分

けられれば良いものか。その場合、定員超過の減算はどちらを対象

に、どのように見るべきか。 

Ｑ40：小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所については、月平

均の利用者数で定員超過した場合となっているが、今回の改正で月平

均の利用者数とされた趣旨は。 

Ｑ43：実績規模別報酬について、利用者等のニーズに応えて日祝日に実施

している事業所が不利となるが、これらの事業所の算定特例は検討さ

れないのか。 

Ｑ44：同一事業所で２単位以上の通所介護を提供する場合、規模別報酬の

算定は単位毎か、すべての単位を合算するのか。 

 

Ｑ45：事業所規模別に報酬が変更となるが、前年度請求実績から、国保連

合会が請求チェックしないのか。 

Ｑ46：事業所規模別の報酬に関する利用者の計算に当たり、新規に要介護

認定を申請中の者が暫定ケアプランによりサービス提供を受けている

場合は含まれるのか。 

Ｑ47：平成１７年度における通所介護における平均利用延人員数の計算に

当たって、認知症型通所介護の利用者数も含めて計算するのか 

Ｑ48：通所系サービスの１月当たりの延べ利用人員が９００人を超えると減

算（９０％）となるが、これにかかる経過措置はないのか。 

 

Ａ：通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業所の定員については、介護給付の対象となる利用者（要介護者）と予防給付の対象となる利用者

（要支援者）との合算で、利用定員を定めることとしている。例えば、定員２０人という場合、要介護者と要支援者とを合わせて２０という意味であり、利用日に

よって、要介護者が１０人、要支援者が１０人であっても、要介護者が１５人、要支援者が５人であっても、差し支えないが、合計が２０人を超えた場合には、

介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。 

Ａ：介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされたことから減算についても月単位で行うことが必要となったため、定員超過の判断も月単位（月平

均）とすることとしている。また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、介護

給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとしたところである。 

Ａ：利用者の日祝日のサービスを受けるニーズに適切に対応する観点から、実績規模別の報酬に関する利用者の計算に当たり、正月等の特別な期間を除いて

毎日事業を実施している事業所については、１週当たりの利用延人員数に６／７を乗じた数を合算したものにより、月当たりの平均利用者数を計算し、当該

利用者数に基づき実績規模別の報酬を算定する取り扱いとする。 

Ａ：実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての単位を合算で行う。ただし、３時間以上４時間未満の単位を利用者したものについては３／４を乗じた

数を合算することとし、また、予防給付の対象（要支援者）の利用者数については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに合算する取り

扱いとする。 

Ａ：事業所規模別の報酬請求については、国保連合会による事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェックで適正な報酬請求を担保することとなる。 

 

Ａ：いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けている者は、平均利用延人員数の計算に当たって含めない取り扱いとする。 

 

 

Ａ：認知症型通所介護の利用者については、平均利用延人員数の計算に含めない取り扱いとする。 

 

Ａ：一定以上の利用人員になると、管理コスト等について規模のメリットを享受し、収支状況が大幅に改善することから定員規模別の報酬設定を行うものであり、

特段の経過措置は考えていない。なお、平成１８年度について、平成１７年度の実績に基づいて規模を適正に判断することとしているが、これによりがたい場

合については、推計値により判断することとしている。 

 



 


